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鈴鹿市上下水道事業経営審議会の設置等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）の権限に属する

事務を処理させるための組織に関し、鈴鹿市水道事業及び下水道事業の設置等に関

する条例（昭和４１年鈴鹿市条例第２４号）第４条第３項に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 本市の水道事業及び下水道事業（以下「上下水道事業」という。）の適正かつ

効率的な経営に資するため、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１４

条の規定に基づき、鈴鹿市上下水道事業経営審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

（所掌事務） 

第３条 審議会は、管理者の諮問に応じ、上下水道事業の経営に関する重要事項につ

いて、調査審議し、及び答申するものとする。 

（組織） 

第４条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

（委員） 

第５条 委員は、学識経験者その他管理者が適当と認める者のうちから、管理者が委

嘱する。 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 

（会長等） 

第６条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は委員の互選によって定め、その任期は委員の任期による。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（議事） 

第７条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

３ 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者をその会議に出席させて説

明又は意見を求めることができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が

別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
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鈴鹿市上下水道事業経営審議会運営方針 

１ 会議の公開等について 

⑴ 会議は、原則として公開するものとする。 

⑵ 会議の録音及び写真の撮影（動画の撮影を含む。以下同じ。）は、市の広報又は

事務局の会議記録に行う場合を除き、禁止するものとする。ただし、報道機関が

報道のために行う会議の録音及び写真の撮影は、会議の開始時から議案の審議の

開始前までの間に限るものとし、会長が許可した場合に行うことができるものと

する。 

２ 会議時間について 

原則として、１回の会議につきおおむね２時間程度とする。 

３ 審議会の議事録等について 

⑴ 議事録は、議事の要点を記した記名の議事録を作成する。 

⑵ 議事録は、会議に出席した委員の確認後、会長の承認を得て確定する。 

⑶ 確定した議事録及び会議資料は、原則として市ウェブサイトで公開するものと

する。 

４ 答申について 

答申は、委員個人の意見ではなく、審議会としての審議結果をまとめるものとす

る。 

５ その他 

これら以外に審議会の運営について必要な事項が生じた場合は、会長が会議に諮

って定めることとする。 
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鈴鹿市上下水道事業経営審議会の傍聴に関する取扱い 

１ 傍聴人の定員 

審議会の傍聴人の定員は、５人とする。 

２ 傍聴証の交付 

会議を傍聴しようとする者は、傍聴証（別記様式）の交付を受けなければならな

い。 

また、傍聴証は、会場の受付において会議の開始予定時刻の１５分前から５分前

までの間に交付する受付票の交付を受けた者（当該者が傍聴人の定員を超える場合

にあっては、当該者のうち抽選により決定された者）に交付するものとする。 

３ 会場に入ることができない者 

次のいずれかに該当する者は、会場に入ることができない。 

⑴ 酒気を帯びていると認められる者 

⑵ 貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持っている者 

⑶ 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者 

⑷ その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 

４ 傍聴人の守るべき事項 

傍聴人は、次の事項を守らなければならない。 

⑴ 会議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しない

こと。 

⑵ 大声を発する等騒ぎ立てないこと。 

⑶ はち巻又は腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 

⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。 

⑸ みだりに傍聴席を離れないこと。 

⑹ 携帯電話を使用しないこと。 

⑺ その他会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。 

５ 写真及び動画の撮影、録音等の禁止 

傍聴人は、写真及び動画の撮影、録音等（以下「撮影等」という。）をしてはなら

ない。 

６ 傍聴人への資料の配布 

傍聴人には、会議資料を配布するものとする。 
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７ 係員の指示 

傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。 

８ 違反に対する措置 

会長は、会場の秩序を維持するため必要な指示を行うことができるものとし、傍

聴人がその指示に従わないときは、当該傍聴人の退場を命ずることができるものと

する。 
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別記様式 

No.    

鈴鹿市上下水道事業経営審議会傍聴証 

 

 

    年  月  日限り 

 

 

※この傍聴証は、お帰りの際、事務局に返却してください。 

 

 

【傍聴に際しての注意事項】 

○ 次のいずれかに該当する場合は、会場に入ることができません。 

⑴ 酒気を帯びていると認められる者 

⑵ 貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持っている者 

⑶ 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者 

⑷ その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 

○ 傍聴に当たっては、次の事項をお守りください。 

⑴ 会議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しな

いこと。 

⑵ 大声を発する等騒ぎ立てないこと。 

⑶ はち巻又は腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 

⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。 

⑸ みだりに傍聴席を離れないこと。 

⑹ 携帯電話を使用しないこと。 

⑺ 写真及び動画の撮影、録音等をしないこと。 

⑻ 係員の指示に従うこと。 

⑼ その他会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。 

なお、会長が会場の秩序を維持するため必要な指示を行った場合で、傍聴人がこ

れに従わないときは、その傍聴人に退場を命ずることがあります。 


